
　水道ご利用の皆様へ

　

　

水道料金新規「口座振替」受付停止のお知らせ

　

【口座振替依頼書 受付停止期間】

令和６年１１月１日～令和７年３月３１日

※上記期間は納付書によるお支払いにご協力をお願いいたします。

※上記期間の前にご提出いただいた場合であっても、金融機関の手続きや郵送等の

関係で口座振替できない場合があります。

〈お問い合わせ先〉下記のお住まいの市町村水道窓口までお願いします。

大和郡山市 ０７４３－５３－３６６１ 斑鳩町 ０７４５－７４－１４０１

天理市 ０７４３－６３－９２５１ 安堵町 ０７４３－５７－２３３３

橿原市 ０７４４－２７－４４１１ 高取町 ０７４４－５２－３３３４

大和高田市 ０７４５－５２－１３６５ 明日香村 ０７４４－５４－３３５１

桜井市 ０７４４－４２－９２１１ 上牧町 ０７４５－７６－４５９９

五條市 ０７４７－２２－４００１ 王寺町 ０７４５－７３－２５６８

御所市 ０７４５－６２－１５９１ 広陵町 ０７４５－５５－２２３４

生駒市 ０７４３－７９－２８００ 河合町 ０７４５－５６－５２１０

香芝市 ０７４５－７６－２３０１ 吉野町 ０７４６－３２－８１７５

宇陀市 ０７４５－８２－２１８５ 大淀町 ０７４７－５２－０１３７

平群町 ０７４５－４５－１００４ 下市町 ０７４７－５２－５５４０

三郷町 ０７４５－４３－７３６１ 田原本町 ０７４４－３２－２５１６

水道の「ご利用場所」が奈良市、葛城市の場合は受付可能です。

令和７年４月１日から、県と２６市町村の水道事業が統合し、奈良県広域水道企

業団による水道サービスの提供が始まります。

このことに伴い、システム移行準備のため、新規の口座振替依頼書の受付を一定

期間停止いたします。

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、口座振替のお申し込みは、令和７年４月１日以降に受付再開の予定です。

〈口座振替依頼書の用紙の送付を希望される方へ〉

４月以降に口座振替依頼書を送付いたしますので、下記お問い合わせ先まで、

ご連絡をお願いいたします。


